
参加費無料

2022年度

開催日 2022年12月18日 13：30～16：00（13:00受付開始）
（定員40名程度）

講演 講師

講演

お問い合わせ・お申込み

大阪経済大学 社会連携担当

TEL：

MAIL：

06-6328-2431(代表)

社会連携 窓口(social) 
social@osaka-ue.ac.jp

第1部 企業のパワハラ防止義務化で求められる

第2部 知的財産権の基礎から活用まで
‐特許権や商標権に立脚するビジネス戦略‐

コミュニケーション

ダイバーシティ豊かな環境での議論が、真の実学に結び付く

講師

知的財産権は、特許権・商標権・著作権などの総称です。知的財産
権は独占権であるため、権利を手にすればビジネス社会で有利な立
場を確保することができます。弁理士実務の経験を踏まえ、特許権
や商標権の基礎知識や活用を解説します。

田中 健吾
（大阪経済大学大学院経営学研究科 教授）
（公認心理師、臨床心理士）

2019年に労働施策総合推進法が改正され、本法に基づくパワハラ防止
措置の義務化について、大企業では既に2020年6月1日から始まってい
ますが、中小企業においても2022年4月1日から適用対象が拡大されて
います。ハラスメント対策の重要性が高まる中、組織で働く者（主として
管理職者）に、どのようなコミュニケーションが要求されているのかにつ
いて、心理学の視座から取り組むべき課題や要点を紹介します。

日

眞島 宏明
（大阪経済大学大学院経営学研究科 教授）
（弁理士）

大阪経済大学大学院 経営学研究科×社会連携
冬季「経営とビジネス法の融合」理論と実践セミナー（対面）

学びへの招待‐人的資源・知的財産資源と企業経営‐

In 北浜（大阪証券取引所3階）

mailto:social@osaka-ue.ac.jp

